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平成 30 年 ２ 月 28 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １５ 　号）

　　　　告　　　示
○石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事監

　視製品の指定 （薬事衛生課）　１

○石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指

　定薬物の指定 （　　同　　）　２

　　　　選挙管理委員会
○政治団体の収支報告書（平成28年分）の要旨の公表 ２

○政治団体の収支報告書（平成27年分から平成28年分ま

　で）の要旨の公表 ５

石川県告示第77号

　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第９条第１項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

　　平成30年２月28日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　知事監視製品を特定できる情報

　⑴　次の写真に示すとおり、被包に「Long Time Sex」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑵　次の写真に示すとおり、被包に「愛液とろとろ」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑶　次の写真に示すとおり、被包に「MEGA MAX」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑷　次の写真に示すとおり、被包に「Eroticism」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑸　次の写真に示すとおり、被包に「Hard men」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑹　次の写真に示すとおり、被包に「LOVE ECSTASY」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑺　次の写真に示すとおり、被包に「DEVIL KISS」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑻　次の写真に示すとおり、被包に「Crystal Angels」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑼　次の写真に示すとおり、被包に「Heavy Guy」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑽　次の写真に示すとおり、被包に「敏感どろどろ」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑾　次の写真に示すとおり、被包に「びくびく失神」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⑿　次の写真に示すとおり、被包に「ガチイキ」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒀　次の写真に示すとおり、被包に「feel」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒁　次の写真に示すとおり、被包に「悶絶アナル」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒂　次の写真に示すとおり、被包に「merci」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒃　次の写真に示すとおり、被包に「SPAIN」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒄　次の写真に示すとおり、被包に「FOXEY2」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒅　次の写真に示すとおり、被包に「大拡張」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒆　次の写真に示すとおり、被包に「ゴメオ卍」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　⒇　次の写真に示すとおり、被包に「Launcher」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　  　次の写真に示すとおり、被包に「ORGASM BREAKER」と表示のある製品であって、その内容物が植物片の

もの

　  　次の写真に示すとおり、被包に「Hyper Erotic Brain」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のも

の

　 　次の写真に示すとおり、被包に「GAIA」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの
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　 　次の写真に示すとおり、被包に「Tako Tsubo」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Sex Bull」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Winter ver.15」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Miracle Pussy」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「ICE LEAF」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「FUNKY STAR」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Animal Booster」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Magic CⅢ」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Matrix 777」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「EROTIC MOMIJI」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　  　次の写真に示すとおり、被包に「ASSAULT TROOPS」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

の

　 　次の写真に示すとおり、被包に「G-MEN」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Die Hard」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「JF.V5」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　 　次の写真に示すとおり、被包に「Sex Mate」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

　 　（「次の写真」は、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。）

２　指定の理由

　 　条例第２条第１項第７号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

３　施行期日

　　平成30年３月１日

石川県告示第78号

　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第15条第１項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

　　平成30年２月28日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　知事指定薬物の名称

　⑴ 　Ｎ－（４－フルオロフェニル）－Ｎ－（１－フェネチルピペリジン－４－イル）イソブチルアミド及びその塩

類

　⑵　Ｎ－（４－クロロフェニル）－Ｎ－（１－フェネチルピペリジン－４－イル）イソブチルアミド及びその塩類

　⑶ 　Ｎ－（１－フェネチルピペリジン－４－イル）－Ｎ－フェニルテトラヒドロフラン－２－カルボキサミド及び

その塩類

　⑷ 　Ｎ－（２－メトキシベンジル）－Ｎ－メチル－１－（４－メチルフェニル）プロパン－２－アミン及びその塩

類

　⑸　１－（３，５－ジメトキシ－４－プロポキシフェニル）プロパン－２－アミン及びその塩類

２　指定の理由

　 　条例第２条第１項第７号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

３　施行期日

　　平成30年３月１日

石川県選挙管理委員会告示第26号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書（平成28年分）の提出が 

選 挙 管 理 委 員 会
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あったので、同法第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。

　　平成30年２月28日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
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石川県選挙管理委員会告示第27号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の適用を受けた政治団体から同法第17条第１項の規定によ

る政治団体の収支報告書（平成27年分から平成28年分まで）の提出があったので、同法第20条第1項の規定により、

その要旨を次のとおり公表する。

　　平成30年２月28日

 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
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